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平成26年第１回玄海町議会定例会議事日程（第３号）

平成26年３月26日 午前９時開議

日程１ 議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第４号 玄海町基金設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第５号 玄海町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６号 玄海町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９号 玄海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

議案第10号 東松浦郡玄海町と唐津市における障害程度区分の審査判定に係

る事務の委託に関する規約の変更に係る協議について

議案第11号 玄海町と唐津市における電子計算処理業務に係る事務の委託の

廃止に関する協議について

議案第14号 玄海町特別養護老人ホーム「玄海園」放射線防護対策改修工事

変更請負契約について

議案第16号 平成25年度玄海町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

議案第17号 平成25年度玄海町介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第18号 平成25年度玄海町下水道事業特別会計補正予算（第３号）

議案第19号 平成25年度玄海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第20号 平成25年度玄海町水道事業特別会計補正予算（第４号）

議案第22号 平成26年度玄海町国民健康保険特別会計予算

議案第23号 平成26年度玄海町介護保険特別会計予算

議案第24号 平成26年度玄海町下水道事業特別会計予算

議案第25号 平成26年度玄海町後期高齢者医療特別会計予算

議案第26号 平成26年度玄海町水道事業特別会計予算

日程２ 議案第７号 玄海海上温泉パレアの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第８号 玄海町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について

議案第21号 平成26年度玄海町一般会計予算
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日程３ 議案第12号 町道路線の認定について

日程４ 議案第13号 町道長倉藤平線改良（１工区）工事変更請負契約について

日程５ 議案第15号 平成25年度玄海町一般会計補正予算（第７号）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前９時 開議

○議長（上田利治君）

おはようございます。ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配付しております議事日程表によっ

て、御了承方お願いいたします。

日程１ 議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４号 玄海町基金設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第５号 玄海町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第６号 玄海町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第９号 玄海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第10号 東松浦郡玄海町と唐津市における障害程度区分の審査判

定に係る事務の委託に関する規約の変更に係る協議につ

いて

議案第11号 玄海町と唐津市における電子計算処理業務に係る事務の

委託の廃止に関する協議について

議案第14号 玄海町特別養護老人ホーム「玄海園」放射線防護対策改

修工事変更請負契約について

議案第16号 平成25年度玄海町国民健康保険特別会計補正予算（第３
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号）

議案第17号 平成25年度玄海町介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第18号 平成25年度玄海町下水道事業特別会計補正予算（第３

号）

議案第19号 平成25年度玄海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）

議案第20号 平成25年度玄海町水道事業特別会計補正予算（第４号）

議案第22号 平成26年度玄海町国民健康保険特別会計予算

議案第23号 平成26年度玄海町介護保険特別会計予算

議案第24号 平成26年度玄海町下水道事業特別会計予算

議案第25号 平成26年度玄海町後期高齢者医療特別会計予算

議案第26号 平成26年度玄海町水道事業特別会計予算

○議長（上田利治君）

日程１．議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてから議案第６号 玄海町社会教育委員条例の一部を改正す

る条例の制定についてまで、議案第９号 玄海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の

制定についてから議案第11号 玄海町と唐津市における電子計算処理業務に係る事務の委託

の廃止に関する協議についてまで、議案第14号 玄海町特別養護老人ホーム「玄海園」放射

線防護対策改修工事変更請負契約について、議案第16号 平成25年度玄海町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）から議案第20号 平成25年度玄海町水道事業特別会計補正予算

（第４号）まで及び議案第22号 平成26年度玄海町国民健康保険特別会計予算から議案第26

号 平成26年度玄海町水道事業特別会計予算までの以上18件を一括議題といたします。

本件につきましては、３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託しておりました

ので、委員長に審査結果の報告を求めます。

予算特別委員長、中山昭和君。

○予算特別委員長（中山昭和君）

御報告いたします。

３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託を受けておりました議案第３号 特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
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いてから議案第６号 玄海町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定についてまで、

議案第９号 玄海町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第11号

玄海町と唐津市における電子計算処理業務に係る事務の委託の廃止に関する協議について

まで、議案第14号 玄海町特別養護老人ホーム「玄海園」放射線防護対策改修工事変更請負

契約について、議案第16号 平成25年度玄海町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）か

ら議案第20号 平成25年度玄海町水道事業特別会計補正予算（第４号）まで及び議案第22号

平成26年度玄海町国民健康保険特別会計予算から議案第26号 平成26年度玄海町水道事業

特別会計予算までの以上18件につきましては、慎重審議の結果、全員一致をもって可決され

ましたので、ここに御報告申し上げます。

○議長（上田利治君）

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第６号 玄海町社会教育委員条

例の一部を改正する条例の制定についてまで、議案第９号 玄海町水道事業給水条例の一部

を改正する条例の制定についてから議案第11号 玄海町と唐津市における電子計算処理業務

に係る事務の委託の廃止に関する協議についてまで、議案第14号 玄海町特別養護老人ホー

ム「玄海園」放射線防護対策改修工事変更請負契約について、議案第16号 平成25年度玄海

町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）から議案第20号 平成25年度玄海町水道事業特

別会計補正予算（第４号）まで及び議案第22号 平成26年度玄海町国民健康保険特別会計予

算から議案第26号 平成26年度玄海町水道事業特別会計予算までの以上18件は、原案のとお

り決するに賛成諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕



- 132 -

○議長（上田利治君）

起立全員と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

日程２ 議案第７号 玄海海上温泉パレアの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

議案第８号 玄海町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第21号 平成26年度玄海町一般会計予算

○議長（上田利治君）

日程２．議案第７号 玄海海上温泉パレアの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第８号 玄海町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て及び議案第21号 平成26年度玄海町一般会計予算の以上３件を一括議題といたします。

本件につきましては、３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託しておりました

ので、委員長に審査結果の報告を求めます。

予算特別委員長、中山昭和君。

○予算特別委員長（中山昭和君）

御報告いたします。

３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託を受けておりました議案第７号 玄海

海上温泉パレアの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第

８号 玄海町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第21号 平成26年

度玄海町一般会計予算の以上３件につきましては、慎重審議の結果、賛成多数をもって可決

されましたので、ここに御報告申し上げます。

○議長（上田利治君）

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

本件につきましては、反対討論の申し出があっておりますので、発言を許可します。11番

藤浦晧君。
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○11番（藤浦 晧君）

ただいま提案されている議案第７号 玄海海上温泉パレアの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、さらに議案第８号 玄海町漁港管理条例の一部を改正

する条例の制定について及び議案第21号 平成26年度玄海町一般会計予算に対して反対の立

場から討論を行います。

まず、議案第７号及び第８号でありますが、これは消費税の課税であります。利用料及び

使用料に限ったものではなく、大きく言えばこの消費税というのは、全国、一般国民に８兆

円もの負担を押しつけることになります。内需の60％を占める家計にずっしりとのしかかっ

てくることになります。これに耐えられるかが今大きく心配をされているところであります。

一方、大企業には復興特別法人税１兆円の廃止に続いて、ほかにも法人税率の10％引き下

げで５兆円プラス６兆円の減税、また、輸出企業には輸出還付として2.5兆円もの還付があ

ります。

本来、税負担のあり方は、能力に応じて負担をしていく。つまり、応能負担の原則にのっ

とって支払われるものです。消費税はどんな低所得者であっても、富裕層と同じ税率で負担

しなければなりません。このような事態が続けば、住民の所得も減って必然的に町税にも影

響をしかねません。

こうした消費税そのものについて私は反対を表明するものであります。

以上で討論終わります。

○議長（上田利治君）

ほかに討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第７号 玄海海上温泉パレアの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第８号 玄海町漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について及び議

案第21号 平成26年度玄海町一般会計予算の以上３件は、原案のとおり決するに賛成諸君の

起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○議長（上田利治君）

起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

日程３ 議案第12号 町道路線の認定について

○議長（上田利治君）

日程３．議案第12号 町道路線の認定についてを議題といたします。

本件につきましては、３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託しておりました

ので、委員長に審査結果の報告を求めます。

予算特別委員長、中山昭和君。

○予算特別委員長（中山昭和君）

御報告いたします。

３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託を受けておりました議案第12号 町道

路線の認定については、慎重審議の結果、賛成多数をもって可決されましたので、ここに御

報告申し上げます。

○議長（上田利治君）

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

本件につきましては、反対討論の申し出があっておりますので、発言を許可します。９番

中山敏夫君。

○９番（中山敏夫君）

ただいま提案されております議案第12号 町道路線の認定について、反対の立場から玄創

会３人を代表して討論をいたします。

本路線は、県道肥前～呼子線の長倉から轟木、田代、牧ノ地方面への路線を町道認定する

もので、２路線が提案されました。町道長倉～大鳥１号線、起点は玄海町大字長倉字神屋

1193番地５地先、終点は玄海町大字牟形字大鳥2653番地先、延長は4,147.5メートルです。

町道長倉～大鳥２号線、起点は玄海町大字牟形字大鳥797番81地先、終点は玄海町大字牟形

字大鳥797番43地先、延長は185.9メートルとなっております。本路線は、町道長倉から藤平
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線、また、藤平から竹木場方面の唐津市道を県道に変更し、路線の変更をするものです。藤

平、竹木場方面へは、平成26年度から10年をかけて県が約35億円をかけて唐津市の市道を

改良する計画です。玄海町は現在、町道長倉～藤平線に約1.9メートルですが、玄海町で

約2,837,800千円をかけて改良して県へ提供し、県道肥前呼子線への変更をする計画です。

そのため、現在の県道長倉から轟木、田代、牧ノ地方面への約4.3キロメートルは、町道長

倉～藤平線の改良工事が平成29年度に終わった後に玄海町で改良する計画の路線の提案です。

唐津市は、市道を県道にしてもらい、県が平成26年度から10年間で約35億円をかけ改良す

る計画です。唐津市は当然、助かるでしょう。玄海町は中央線がある町道長倉～藤平線に約

2,837,800千円をかけて改良工事をして県にやって、その上、現在、県道肥前呼子線の長倉

から轟木、田代、牧ノ地方面の約4.3キロメートルを県から移管を受けて玄海町の財源で改

良をするのか不思議でなりません。県道肥前呼子線の変更を県が考えていたなら、町道長倉

藤平線も県が改良するのが本当ではないでしょうか。唐津市のように、長倉から牧ノ地方面

への4.3キロメートルについても県に整備をしてもらい、町道に変更をしてもらうべきでは

ないでしょうか。

私たち玄創会は、中央線がある町道長倉から藤平線に約28億円も投資するよりも、町民全

員に還元するソーラーシステムの設置等を計画はどうかと提言してまいりました。28億円も

の巨額な金額は、どのような金額に当てはまるかというと、現在完成をしている九州大学薬

草研究所1,180,000千円、次世代エネルギーパークあすぴあ1,529,000千円、２つの施設の総

額は2,709,000千円以上の財源を投資し、費用対効果は今後10年以降になります。繰り返す

ようですが、県道肥前呼子線の長倉から牧ノ地方面への約4.3キロメートルも県に改良工事

をしてもらい、移管してもらうのが本当だと私たちは考えております。

県道を町道に移管を受けて、玄海町が改良することが理解ができないわけです。

以上のような考えで、提案されている議案第12号 町道路線の認定について反対をいたし

ます。

○議長（上田利治君）

次に、原案に賛成者の発言を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

次に、原案に反対者の発言を許します。
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反対討論の申し出があっておりますので、発言を許可します。11番藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

ただいま提案されている議案第12号 町道路線の認定について、反対の立場から討論を行

います。

議案第12号における町道認定については、もともと県道肥前呼子線の一部を長倉～大鳥１

号線、4,147.5メートル、さらに同じく２号線、185.9メートルを町道認定について議会の決

議を求められているものであります。

町道認定後に原発交付金によって道路整備をするとの説明でありましたが、私は町道認定

前に県の当該道路の整備を求めるべきではなかったのか。県道肥前呼子線はいまだに遅々と

して進んでおりません。これは県の怠慢ではないかと思うわけであります。玄海町に原発が

できた当時から避難道路の必要性を訴えても、事故は起きないなどといって全く取り合わな

かったという話も聞いております。本来、県が整備すべきものを町が安易に受け入れて、町

で整備をすることは筋論としてはおかしいのではないかと。現在、東部や県都に近い地域で

は、県道などが物すごく整備をされております。西部地域とは問題にならないほど進んでい

ると私は思います。県に責任を持って整備をさせ、後に町道認定というのであれば、話はわ

かりますが、玄海町が例えば長倉～藤平線についても町が先手でそういう路線の整備を進め

る中で、避難道路として、あるいは西九州自動車道へのアクセス道路整備については、どう

しても唐津市市有地を通らなければ解決できない。にもかかわらず、唐津市との話し合いは

進まないまま、着工されていたわけであります。結局、県を巻き込んで所期の目的を達成の

見込みがつくまでになった。ただ問題は、唐津市市有地の分は、工事は全て県費で進めるこ

とになっているとの説明であります。なぜ玄海町内は町が単独でやらなければならないのか。

もともと原発は国策として進められてきたものです。避難道路は福島事故を見れば、絶対に

必要ですが、原発周辺の住民、原発の危険にさらされるような、そういう事態になりかねな

い。国策である以上、避難道路や西九州自動車道についても、国、県にもっと責任を持って

進めるよう強く働きかけるべきではないかと思うわけであります。そういった点を町で再検

討され、さらにそうした国、県への申し入れを強く行っていただきたいということを申し上

げて討論を終わります。

○議長（上田利治君）

ほかに討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第12号 町道路線の認定については、原案のとおり決するに賛成諸君の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○議長（上田利治君）

起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

日程４ 議案第13号 町道長倉藤平線改良（１工区）工事変更請負契約につい

て

○議長（上田利治君）

日程４．議案第13号 町道長倉藤平線改良（１工区）工事変更請負契約についてを議題と

いたします。

本件につきましては、３月10日の本会議において予算特別委員会に付託しておりましたの

で、委員長に審査結果の報告を求めます。予算特別委員長、中山昭和君。

○予算特別委員長（中山昭和君）

御報告いたします。

３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託を受けておりました議案第13号 町道

長倉藤平線改良（１工区）工事変更請負契約については、慎重審議の結果、賛成多数をもっ

て可決されましたので、ここに御報告申し上げます。

○議長（上田利治君）

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）
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以上をもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第13号 町道長倉藤平線改良（１工区）工事変更請負契約については、原案のとおり

決するに賛成諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（上田利治君）

起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

日程５ 議案第15号 平成25年度玄海町一般会計補正予算（第７号）

○議長（上田利治君）

日程５．議案第15号 平成25年度玄海町一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。

本件につきましては、３月10日の本会議において予算特別委員会に付託しておりましたの

で、委員長に審査結果の報告を求めます。

予算特別委員長、中山昭和君。

○予算特別委員長（中山昭和君）

御報告いたします。

３月10日の本会議において、予算特別委員会に付託を受けておりました議案第15号 平成

25年度玄海町一般会計補正予算（第７号）につきましては、慎重審議の結果、賛成多数をも

って可決されましたので、ここに御報告申し上げます。

○議長（上田利治君）

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって質疑を終結いたします。

これより討論を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（上田利治君）

以上をもって討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第15号 平成25年度玄海町一般会計補正予算（第７号）は、原案のとおり決するに賛
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成諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（上田利治君）

起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。よって、平成26

年第１回玄海町議会定例会は、これにて閉会いたします。

午前９時31分 閉会

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

玄海町議会議長

玄海町議会副議長

玄海町議会議員

玄海町議会議員


